
 

総務委員会議案説明資料 
 

 

 

令和４年３月２４日 
 

 

件  名                                  頁 

１ 第３５号議案  足立区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する 

条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

  

２ 第３６号議案  足立区長等の給料の特例に関する条例・・・・・・・・・・６ 

 

３ 第３７号議案  足立区立東綾瀬中学校旧校舎その他解体工事請負契約・・・８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総 務 部） 



第 ３ ５ 号 議 案 説 明 資 料
令和４年３月２４日 

件  名 足立区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内  容 

１ 概要 

育児等と仕事の両立支援のための措置として、令和４年４月１日に人事

院規則の改正が行われる。 

国との均衡を図り、職員の育児と仕事との両立を支援する観点から、非

常勤職員の各種休暇・休業に係る取得要件を緩和する。 

併せて、育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するため、条例の一部

を改正する。 

２ 施行年月日 

令和４年４月１日 

３ 改正内容（詳細は、別紙「新旧対照表」のとおり） 

育児休業及び部分休業の取得要件のうち、引き続き在職した期間が１年

以上とされた非常勤職員の要件を廃止し、任用初年度からでも取得できる

よう要件を緩和する。 

また、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に向け、以下の措置を条

例において義務付ける。 

・ 職員から妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置

等

・ 職員に対する育児休業に係る研修の実施

・ 育児休業に関する相談体制の整備

今後の方針 

以下の規則等の一部改正を行う。 

・ 足立区職員の育児休業等に関する条例施行規則

・ 足立区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規

則
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足立区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案） 新旧対照表（抄） 

改正前 改正後 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

(１)・(２) 省略 (１)・(２) 省略

(３) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 (３) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) 任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続

き在職した期間が１年以上である非常勤職員 

(イ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。

以下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到達日」

という。）（第２条の４の規定に該当する場合にあっては、２歳に

達する日）までに、その任期（任期が更新される場合にあっては、

更新後のもの）が満了すること及び特定職に引き続き採用されない

ことが明らかでない非常勤職員 

(ア) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。

以下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到達日」

という。）（第２条の４の規定に該当する場合にあっては、２歳に

達する日）までに、その任期（任期が更新される場合にあっては、

更新後のもの）が満了すること及び任命権者を同じくする職（以下

「特定職」という。）に引き続き採用されないことが明らかでない

非常勤職員 

(ウ) 省略 (イ) 省略

イ・ウ 省略 イ・ウ 省略

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第14条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

第14条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

(１) 省略 (１) 省略

(２) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員

法（昭和25年法律第261号）第28条の５第１項又は第28条の６第２項に規

定する短時間勤務の職を占める職員を除く。） 

(２) 勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤

職員以外の非常勤職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の

５第１項又は第28条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占める職員

を除く。） 

別紙 
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改正前 改正後 

ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員  

イ 勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤

職員 

 

 

 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第15条 部分休業の承認は、正規の勤務時間（前条第２号ア及びイのいずれ

にも該当する非常勤職員のうち地方公務員法第22条の２第１項に規定する

会計年度任用職員にあっては当該会計年度任用職員について定められた勤

務時間）の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。 

第15条 部分休業の承認は、正規の勤務時間（前条第２号の勤務日数及び勤

務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員のうち地方公務員

法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員にあっては、当該会計年

度任用職員について定められた勤務時間）の始め又は終わりにおいて、30

分を単位として行うものとする。 

２・３ 省略 ２・３ 省略 

 （妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第18条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者

が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして規則で定める

事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他

の規則で定める事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当

該職員の意向を確認するための面談その他の規則で定める措置を講じなけ

ればならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、

当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならな

い。 

 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第19条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

(２) 育児休業に関する相談体制の整備 

(３) 前２号に掲げる措置のほか、規則で定める育児休業に係る勤務環境
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改正前 改正後 

の整備に関する措置 

 

（委任） （委任） 

第18条 この条例に定めるもののほか、育児休業等に関し必要な事項は、特

別区人事委員会の承認を得て、規則で定める。 

第20条 この条例に定めるもののほか、育児休業等に関し必要な事項は、特

別区人事委員会の承認を得て、規則で定める。 

  

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

 

（施行前の準備） 

２ この条例による改正後の足立区職員の育児休業等に関する条例（以下「改

正後の条例」という。）第２条第３号アに掲げる非常勤職員は育児休業の

承認の請求を、改正後の条例第14条第２号の勤務日数及び勤務日ごとの勤

務時間を考慮して規則で定める非常勤職員は部分休業の承認の請求を、そ

れぞれこの条例の施行の日前においても行うことができる。 
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第 ３ ６ 号 議 案 説 明 資 料 

令和４年３月２４日 

件  名 足立区長等の給料の特例に関する条例 

所管部課名 総務部 総務課 

内  容 

 

１ 概要 

  勤怠不正処理に伴う給与の不正受給による令和４年３月２２日付職員の

懲戒処分を受け、区長、副区長がその監督責任と区民への陳謝の意を表す

るとともに、自ら厳しい姿勢を示すため、特別職の給与を減額する。 

 

２ 内容 

区長、第一・第二副区長の給料月額を次のとおり減額する。 

   

   区長・・・・・・・・・令和４年４月分 ５０％ 

   第一・第二副区長・・・令和４年４月分 ３０％ 

 

３ 条例案 

別紙のとおり 

    

４ 施行年月日 

令和４年４月１日 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 職員の更なる綱紀粛正を図り、区民の区政に対する信頼回復に努める。 
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足立区長等の給料の特例に関する条例（案）

 （区長等の給料月額）  

第１条  足立区長等の給料等に関する条例（昭和３１年足立区条例第１

３号）第２条の規定にかかわらず、区長の給料の月額は、同条例別表

第１に掲げる区長の給料月額からその１００分の５０に相当する額を

減じて得た額とし、副区長の給料の月額は、同表に掲げる副区長の給

料月額からその１００分の３０に相当する額を減じて得た額とする。

ただし、同条例第４条及び足立区長等の退職手当に関する条例（昭和

３４年足立区条例第４号）第３条の規定の適用については、この限り

でない。  

（端数計算）  

第２条  前条により得た給料月額に千円未満の端数金額があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。

付  則

 この条例は、令和４年４月１日から施行し、同月３０日限り、その効

力を失う。  

別紙 
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第 ３ ７ 号 議 案 説 明 資 料
令和４年３月２４日 

件 名 足立区立東綾瀬中学校旧校舎その他解体工事請負契約 

所管部課名 総務部 契約課 

内 容 

１ 契 約 の 相 手 方 麻生・渡部建設共同企業体 

代表者 麻生土木株式会社 

代表取締役 麻生 雅光 

東京都足立区谷在家一丁目８番３号 

２ 契 約 金 額 ３２６，３４０，４３２円（落札率８１．６％） 

３ 契 約 番 号 ３足総契契第１０６２３号 

４ 工 期 令和４年１０月２８日 

５ 工 事 場 所 足立区綾瀬三丁目２３番１４号 

６ 工 事 内 容 

（１）解体工事

ア 建物解体撤去処分

イ 外構工作物解体撤去処分

ウ 埋戻・整地

（２）建物概要

ア 工事規模 鉄筋コンクリート造 地上４階建 

（その他付属建物等） 

イ 敷地面積 １２，６５８㎡ 

ウ 延床面積 ７，９３０㎡ 

７ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和４年２月１５日 

（２）入札・開札年月日 令和４年２月１４日

（３）入札参加事業者数 ５建設共同企業体

（低入札調査価格未満５建設共同企業体） 

（４）予定価格 ３９９，９２７，０００円（事前公表） 

※契約金額、予定価格には消費税を含む。

今後の方針 
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綾瀬駅

綾瀬小学校

公園

東京武道館

至　北千
住

案内図

工事場所　東綾瀬中学校

足立区綾瀬３－２３－１４
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